
 

団本部及び分団本部の編成の変更について 

今後 (第12次消防力(消防団)整備計画) 現行 (第11次消防力(消防団)整備計画) 

１ 団本部の編成 

 

１ 団本部の編成 

 

 

２ 分団の編成 

 

 

２ 分団の編成 
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H19.6.2以降、
H29.3.12よ
りも前に普通
免許を取得し
た者

H19.6.2より
前に普通免許
を取得した者

H29.3.12以
降に普通免許
を取得した者

消防団員が保有する運転免許証と現⾏の免許区分

⾞両総重量
最大積載量

3.5t
2.0t

5.0t 7.5t
4.5t

8.0t 11.0t
6.5t

現⾏制度
準中型自動車

準中型免許

18歳以上

中型自動車

中型免許

20歳以上 普通免許等保有2年

大型自動車

大型免許

21歳以上 普通免許等保有3年18歳以上

普通自動車

普通免許

18歳以上

普通自動車及び中型(8.0tまで)自動車

普通免許

大型自動車

大型免許

21歳以上 普通免許等保有3年

中型自動車

中型免許

20歳以上 普通免許等保有2年

18歳以上

普通自動車及び準中型(5.0tまで)自動車

普通免許

中型自動車

中型免許

20歳以上 普通免許等保有2年

大型自動車

大型免許

21歳以上 普通免許等保有3年

準中型自動車

準中型免許

18歳以上

準中型自動車

準中型免許

18歳以上

中型自動車

中型免許

20歳以上 普通免許等保有2年

大型自動車

大型免許

21歳以上 普通免許等保有3年18歳以上

普通自動車

普通免許

※道路交通法の一部を改正する法律（平成16年法律90号）及び道路交通法の一部を改正する法律（平成27年法律40号）の施行に伴うもの

H29.3.12以降に普通免許のみを取得した者は、
ポンプ⾞(17台)、多機能型積載⾞(6台)及び⼀部の積載⾞(33台)の運転ができない
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